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●お問合せ先●

○お問合せの内容により、所管部署が異なります。 本資料の問合せ先一覧で御確認ください。

○なお、申請、運営、制度などグループホーム全般に関する事項は以下の担当まで御連絡ください。

≪申請に関すること≫

公益財団法人東京都福祉保健財団

事業者支援部 障害福祉事業者指定室

TEL 03-6302-0286

○個別相談も行っております。 来庁希望の場合、事前予約をお願いします。

○受付時間

月曜日から金曜日（土日、祝日を除く）

≪運営・制度に関すること≫

東京都福祉局障害者施策推進部

地域生活支援課居住支援担当

ＴＥＬ ０３－５３２０－４１５１

ＦＡＸ ０３－５３８８－１４０８
E-mail S1140702@section.metro.tokyo.jp



1 申請／届出 手続の概要

新規指定申請

ユニット増設

サテライト設置

定員増

事業所の移転

変更の届出

○ グループホームを開設するには指定申請を行う必要があります。

⇒ 「２ 新規事業所開設までの流れ」を参照（2ページ）

○指定申請書類の内容に変更が生じた場合は、変更届を提出する必要があります。

⇒ 「４ 変更届の提出について」 を参照（18ページ）

○ 既存事業所（本体ユニット）から約３０分で移動できる範囲であれば、新規指定申請を

行って事業所を増設 することなく、変更届出でユニットを増設することが可能です。

⇒ 「３ ユニット増設・サテライト増設・定員増までの流れ」 を参照（17ページ）

○ サテライト型住居（国制度）を設置する場合は、基本的にユニットの

増設と同様の手続を行うことになります。

事前の来庁相談が必要です。次ページ以降の注意事項をご確認の上、来庁してください。

＜東京都から大切なお知らせ＞

令和４年度より、直近１年以内での事業者向け説明会への御出席を、来庁相談を承る条件としております。

新規事業所指定、ユニット増設等を御検討いただく際は、予め説明会に御出席いただき、

内容を御理解いただいた上で、次頁以降に御案内する事前準備を進めていただきますようお願いいたします。
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2 新規事業所開設までの流れ

１ 事前準備

ＧＨの運営には法人格が必要です。法人登記及び定款の目的に障害福祉サービスの運営の旨の記載が必要になります。

記載の仕方は「障害者サービス情報（https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=001-001）」をご覧ください。

①法人格の取得

②事業計画の作成 重要！

来庁相談前まで

グループホーム事業者として、どのようなグループホームを作りたいのか、事業計画を作る必要があります。

□法人としての運営理念・方針
法人としてどのようなグループホームを作っていきたいのか。利用者がどのように過ごすグループホームにし
たいのか　等

□利用者像 障害種別、障害支援区分、日中の活動先、男性・女性、利用者の入居前の状況等の想定

□支援の内容
定員数、グループホーム内で行う支援の具体的な内容（食事提供、掃除・洗濯、金銭管理等余暇活動等）、１
日の支援・年間スケジュール、賃料等利用者負担の想定

□実施地域 どこでグループホームを開設するのか、どのような地域の環境か。

□連携する機関の想定 区市町村、病院、相談支援事業所　等

□収支見込 具体的に給付費や家賃支出等をベースにシミュレーション

【概要】

【具体的な流れ】

事前準備

説明会出席

指定申請書類

の持込み・打合せ

指定申請書類

の提出・収受

１

書類審査

現地確認
指定

３ ４ ５

指定希望日の

4か月前

指定希望日の

３か月前末日まで

指定希望日の

２か月前末日まで
指定希望日の

１か月前～

参考あり

（来庁時相談

シート②）

東京都

福祉保健財団への

来庁相談

２

来庁相談前まで

事業者向け説明会への出席

令和４年度より、直近１年以内での事業者向け説明会への御出席を、来庁相談を承る条件としております。

事前準備のいずれかのタイミングで、管理者またはサービス管理責任者となられる方が御出席いただき、

来庁相談を行う際は説明会に出席された方が御対応ください。（説明会に出た管理者や代表者が変わった場合はリセットされます）

東京都

福祉保健財団への

来庁予約
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□　既存賃貸物件の活用か、整備費補助による創設・改修等か。 □　賃貸の場合、賃貸人の了解は得ているか。

□　②の事業計画における支援ができる間取り、設備、地域の環境等か。 □　設備基準を満たす物件か。（※１）

□　地域性の考慮をしているか。（利用者の日中活動先のアクセス、近隣住民との関係性等） ※１　資料１「10　グループホームの建物及び設備等基準等のポイント」をご確認ください。

③区市町村の障害福祉課に相談

②の事業計画をもとに、区市町村に相談をしてください。その上で、各区市町村における利用者の見込み等ニーズの把握を行ってください。

区市町村との相談を踏まえ、必要に応じて、事業計画の変更を行ってください。

※日中サービス支援型事業所について

⑦バックアップ施設との連携に係る準備

グループホームにおけるサービス提供体制の確保、夜間などにおける緊急時の対応等のため、他の障害福祉サービス事業者など(通所施設等)関係機関と

の連携及び支援の体制を確保する必要があります。バックアップ施設には事前に依頼を行う必要があります。

⑧医療機関との提携に係る準備

利用者の病状の急変等に備えるため、事業者はあらかじめ協力医療機関を定めておかなければなりません。また、歯科医療機関も定めるように努めなけれ

ばなりません。いずれも、できるだけグループホームから近距離が望ましいです。医療機関にも事前に依頼し、指定前には協定等を締結する必要があります。

④物件の確保

指定申請時に相談状況の確認を行います

具体的な相談になるよう、建物の中で、どのような利用者が入居し、どのような事業を行うのか事業計画に沿って説明してください。

指定申請時に相談状況の確認を行います

⑥人員の確保に係る計画の作成

サービス管理責任者、世話人、生活支援員の確保が必要です。人員確保に係る手段及びスケジュール等を計画する必要があります。

※「８ グループホームの類型ごとの基準」、 「９ グループホームにおいて働く職員」、「９－２ 管理者、サービス管理責任者等の兼務について」 を

ご確認ください。

必ず電話による来庁日の事前予約（日程調整）をお願いします。

※予約をせずに来庁された場合は対応いたしかねますので、御了承ください。

⑤消防署との相談（必要な設備等に関すること）

建築主事との相談（建築基準法や建築用途の変更等に関すること）

上記の準備を終えた上で、

（賃貸借契約等の締結前に）

来庁予約をお願いします。

□　既存賃貸物件の活用か、整備費補助による創設・改修等か。 □　賃貸の場合、賃貸人の了解は得ているか。

□　②の事業計画における支援ができる間取り、設備、地域の環境等か。 □　設備基準を満たす物件か。（※１）

□　地域性の考慮をしているか。（利用者の日中活動先のアクセス、近隣住民との関係性等） ※１　資料１「10　グループホームの建物及び設備等基準等のポイント」をご確認ください。

東京都福祉保健財団への来庁予

区市町村が設置する協議会等に対して運営方針や活動内容等を説明し、協議会等

の評価を受け、その内容を書面で指定申請時に提出しなければならないので、区市

町村へは早めにご相談ください。
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● 指定希望日の３か月前までに説明会に出席された管理者またはサービス管理責任者がご来庁の上、指定申請書類を御持参ください。

※指定申請書類・・・「東京都障害者サービス情報」＞「書式ライブラリー」より必要書類をダウンロード

※上記の来庁相談の手続及び来庁相談の注意点を参照

● 事前準備の状況、事業計画、各機関との調整状況、申請内容等に関する説明をお願いいたします。

● 書類・調整状況に不足及び不備がある場合には、再来庁の上、改めて御説明及び御提出をお願いします。

３ 指定申請書類の持込み・打合せ 指定希望日の３か月前末日まで

● 提出希望日の２か月前の末日までに、書類の提出及び収受が行えるよう、書類に不備・不足がないよう整えてください。

● 書類に不備・不足がある場合には、指定希望日に指定することができない場合があります。あらかじめ御了承ください。

● 軽微な修正（誤字・脱字、記入漏れ等）がある場合には、下記５の期間中に対応をお願いすることがあります。

４ 指定申請書類の提出・収受 指定希望日の２か月前末日まで

① 財団への相談の際は、説明会に出席された管理者またはサービス管理責任者が必ずお越しください。

設計業者、行政書士、運営・経営コンサルタント等の同席を禁止するものではありませんが、指定申請は運営法人が責任を持って行っていただくものです。

そのため、必ず説明会に出席された管理者またはサービス管理責任者が事業計画等をご説明ください。トラブル回避のためにもご協力お願いいたします。

② 書類は、提出用と事業所保管用の２部を作成し、１部は事業所において必ず保存管理してください。

③ 指定申請のご相談は、本事業者向け説明会資料の内容を御理解いただいた前提で対応させていただきます。

くれぐれもご精読の上、ご来庁いただきますようお願いいたします。

<来庁相談の注意点>

① 来庁の際には「来庁時相談シート（①事業概要・②事業計画書）」「物件の周辺図」「物件の平面図」それぞれ２部ずつ御持参 ください。

※「来庁時相談シート」は、法人の計画するGH事業について、確認するためにお願いしています。御協力をお願いいたします。

② ①の書類に基づき、財団からは、開設を目指す理由、事業計画等について伺いますので、御説明をお願いします。

また、事前準備の進捗についてお伺します。今後の指定までの流れについて、御案内いたします。

③ 書類の受付時に、③のとおり、御説明をいただくため、書類の持ち込みは来庁にてお願いします。郵送による送付は、御遠慮ください。

２ 東京都福祉保健財団への来庁相談 指定希望日の４か月前
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５ 書類審査・現地確認 指定希望日の1か月前～

①書類審査

②現地確認

● 収受した指定申請書類の審査を行います。その際に発生した書類の修正については、改めてご対応をお願いします。

● 現地の設備等を確認するため、財団の職員が申請のあったグループホーム事業所所在地に伺います。

説明会に出席された管理者またはサービス管理責任者の立ち会いをお願いいたします。

※ 毎月15日ごろから順次実施します。月の初旬に日程調整させていただきます。

● 現地確認のポイント

□指定が可能か否かを調査するため、現地確認の時点において開設可能な状態に していただく必要があります。

（備品の搬入、引っ越しの片付けが済んでいない等の状態は不可。）

□消防署の現地確認は財団の現地確認前に必ず完了している必要があります。

なお、消防署の現地確認の結果については、消防署の発行する検査結果通知書の写しの提出をもって、指摘事項がないことを確認させていただきます。

□設備上の不備がある場合は指定予定年月日に指定することはできません。

（指定基準を満たしていない、消防の指導による設備の設置が完了していない、改修工事が完了していない等の状態は不可。）

新規指定までのスケジュール（例） ※１２月１日が指定希望日の場合

～7/30 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1

　
●財団への来庁相談

●財団の
現地確認

財団の審査期間

●10/31〆
指定申請書類の
提出・収受

●9/30〆
指定申請書類案の
準備・打合せ

●12/1
指定・事業開始

指定に係る

決裁期間

●事前準備

●説明会への出席

●財団への来庁予約

担当との調整

指定・事業所開設
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　来庁時相談シート①　事業概要　

記入日：令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日
【来庁者】　※ 名刺をいただければ記入不要です。 【事業所の概要】

事業所について（利用者像・実施地域）

来庁者氏名　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □事業所名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□所在地（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電話番号　： FAX番号　： 　　※アクセス：　　　　　　　　　　　　線　　　　　　駅からバス／徒歩　　　　　分

E-mail　： □事業種別　（介護サービス包括型　・　外部サービス利用型　・　日中サービス支援型）

　　　※外部サービス利用型の場合は、以下に受託居宅介護事業所について記載
□現在法人が運営している事業名を○で囲ってください。 　　　　　　　　　　（法人名・事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□事業所定員　　　　　　名　（変更前：　　　　名）

□既存ユニット数　　　　ユニット（主な地域：　　　　　　　　　　　　）

　共同生活援助（グループホーム）　／　短期入所（ショートステイ） 新規（増設）するユニット・サテライトについて（利用者像・実施地域）①

　相談支援（　一般相談／特定相談　） □名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）※建物の立地がわかる近隣図の添付もお願いいたします。

　障害者支援施設　／　療養介護　／　生活介護　／　自立訓練

　就労系（　就労移行支援　／　就労継続支援A型　／　就労継続支援B型　）

　居宅系（　居宅介護　／　重度訪問介護　／　行動援護　／　同行援護　／　自立生活援助　） □主たる対象 知的　・　精神（　通過型　　・　　滞在型　）　・　　身体　　・　難病

　障害児支援（　障害児入所　／　障害児通所　） □ユニット定員 名 （変更前　： 名　）

　高齢者サービス（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・その他（　　　　　　　　　　　　　　） □入居予定者の障害支援区分 （区分なし　・　１　・　２　・　３　・　４　・　５　・　６　）

□入居予定者の性別 （　　男性　　・　　女性　　・　　両方　　）←同性介護の配慮が必要
□物件の種別　　（戸建て　・　マンション等（　ワンルームタイプ　・　複数居室タイプ　））

□建物　　　　（法人所有　・　賃貸（賃料：月　　　　円））　／　築年数（　　　年）　／　鉄骨 ・ 木造 ・ その他（　     　）

□土地　（　法人所有　　・　　賃貸　）

【来庁目的】 □近隣挨拶等（　実施済　　・　　今後実施予定　・　実施しない予定　　・　　検討中）
・本日の来庁目的を以下のうちから選んでください。 ※「実施済」「今後実施予定」の場合⇒実施方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新規（増設）するユニット・サテライトについて（利用者像・実施地域）②

令和 年 　月 □名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）※建物の立地がわかる近隣図の添付もお願いいたします。

・整備費補助金の申請について、以下のいずれかを選んでください。

 □ 申請予定有 ※ 申請予定時期　（令和　　　年　　第　　期）

 □ 申請予定無 □ 未定のため説明を聞きたい □主たる対象 知的　・　精神（　通過型　　・　　滞在型　）　・　　身体　　・　難病
□ユニット定員 名 （変更前　： 名　）

・短期入所の合築について、以下のいずれかを選んでください。 □入居予定者の障害支援区分 （区分なし　・　１　・　２　・　３　・　４　・　５　・　６　）

 □ 合築を考えている ※ 短期入所の類型　（　単独型　・　併設型　・　空床利用型　） □入居予定者の性別 （　　男性　　・　　女性　　・　　両方　　）←同性介護の配慮が必要

 □ 合築は考えていない □ 検討中のため説明を聞きたい □物件の種別　　（戸建て　・　マンション等（　ワンルームタイプ　・　複数居室タイプ　））

【関係機関との相談状況】 □建物　　　　（法人所有　・　賃貸（賃料：月　　　　円））　／　築年数（　　　年）　／　鉄骨 ・ 木造 ・ その他（　     　）

□区市町村（担当部署：　　　　　　　　　　　　　　　　、担当者名：　　　　　　　　　　） □土地　（　法人所有　　・　　賃貸　）

□消防署（消防署名：　　　　　　　　　　　　、担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　）　　 □近隣挨拶等（　実施済　　・　　今後実施予定　・　実施しない予定　　・　　検討中）

設置指示のあった設備に○印 ※「実施済」「今後実施予定」の場合⇒実施方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（消火器 ／自火報機 ／ 誘導灯／スプリンクラー ／その他） 

□建築主事（部署名：　　　　　　　　　　　　、担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　）　　

建物用途について○印（(児童)福祉施設／寄宿舎／共同住居／その他（　　　　　　　　））

　　※アクセス：　　　　　　　　　　　　線　　　　　　駅からバス／徒歩　　　　　分

□所在地（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※アクセス：　　　　　　　　　　　　線　　　　　　駅からバス／徒歩　　　　　分

　※ 上記福祉関係以外で、法人が運営されている事業があれば、次の黒枠内にご記載ください。

 □ 新規開設相談　　□ユニット増・定員増・サテライト増　　　□その他

　⇒　開設（変更）予定年月　：　

□所在地（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　ご回答ください。

法人格・法人名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

来庁者役職　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

法人情報についてご回答ください。

　※ 現在法人が運営している事業がない場合は、過去に携わったことのある事業を

相談シート①に記載いただいた項目の詳細は、相談シート②事業計画にご記載ください。

令和5年度は、ご相談の件数が非常に増加しております。順次来庁の相談を入れているため、ご来庁の相談をいただいてか

ら実際に来庁をいただく日まで1か月以上かかるケースもございますので、ご注意ください。
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　※提出不要ですが、各事業者において確認してください。
※進捗状況の確認用

　＜法人格＞

　　法人格をもっていますか？ → 個人及び法人格を持たない団体は指定を受けられないため、法人格の取得が必要です。
※NPO法人格の取得：東京都生活文化スポーツ局都民生活部管理法人課ＮＰＯ法人担当へ

　　定款及び法人登記に「障害福祉
　　サービス」の表記はありますか？ → 障害福祉サービス事業者としての指定を受けるにあたり、定款や寄附行為に障害福祉

サービス事業を行う旨の記載が必要となります。障害者サービス情報を御確認ください。
　（http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/Lib/LibDspList.php?catid=001-001）

＜物件の検討＞

①建物の見込みはありますか？ → 法人の自己所有建物でも賃貸物件でも運営ができます。

②賃貸の場合、大家の了解は得られて → 円滑な運営のため、事業についてあらかじめよく説明し理解を得ます。
　いますか？

③設備基準は満たしていますか？ → 設備基準を満たしていないと、指定できません。

④区市町村に相談しましたか？ → 利用見込み等を確認するために、区市町村の障害福祉主管課に必ず相談してください。
※指定申請の際に、関係機関相談状況確認書を提出していただきます。

⑤地域性を考慮していますか？ → 利用者の日中活動先へのアクセスを考慮します。
また、地域の状況に応じて、近隣住民との関係性に配慮をお願いします。
※近隣住民との関わり次第では、入居者が健やかに生活できなくなってしまう
　場合もあります。

⑥建物の耐震性について → 昭和56年６月１日以降に建築確認を行った建物は、現在の耐震基準に適合してい
　把握していますか？ ます。　

※指定申請の際に、「共同生活援助事業所における耐震化に関する調査票」を提出
　していただきます。

⑦建築主事には相談しましたか？ → 当該地区を所管している建築主事（建築基準法、用途変更等建築に関すること）
に事前に必ず相談に行ってください。
※指定申請の際に、関係機関相談状況確認書、議事録を提出していただきます。

不動産屋さんに相談するほか、都営住宅を利用する、区市町村の建物を借りる、東京都グループホーム
情報バンクを活用する(http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/gh)などの方法があります。不動産物件探し

建物の建築、改修などを行う場合、都の補助制度（整備費補助）があります
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　※以下は提出不要ですが、各事業者において確認してください。

⑧所管消防署には相談しましたか？ → 消防法を遵守するため、必ず事前に相談に行ってください。
※指定申請の際に、関係機関相談状況確認書を提出していただきます。

⑨自己資金はお持ちですか？ → 借り入れ時、「福祉医療機構（03-3438-9298）」等の貸付制度が利用できる
場合があります。

＜事業計画＞

①入居対象者 → 知的障害者・精神障害者等、主たる対象者を決めましょう。
（利用者像） （男性・女性、日中の活動先、障害支援区分、入居前の利用者の状況）

②入居定員 → １事業所４人以上です。（１共同生活住居の入居定員が８人以上である場合は減算。）

③上記利用者にどのような支援を → Ｐ2の「法人としてのグループホーム事業計画」に記載してください。
 行っていきますか？

④サービス管理責任者、世話人、 → 適切に支援できるよう職員を配置してください。
      生活支援員の手配はしましたか？ 居住者の利用状況によっては、土日祝日等も職員の配置が必要です。

知人の紹介、ハローワーク、情報誌、福祉人材センター(03-5211-2860)の活用が可能です。

⑤必要な職員を雇用できますか? → 世話人等の雇用については、雇用契約等を取り交わしてください。

⑥収支の見込みはありますか？ → 事業計画がある程度具体化したら収支の見込みを立てます。

⑦バックアップ施設は近くに → 法人内で該当する事業所がない場合は、近隣の障害者支援施設等（ＧＨ以外）
　ありますか？ に依頼します。

⑧医療機関との提携はできますか？ → 近隣の診療所等にあらかじめ提携を依頼します。

＜日中サービス支援型グループホームについて＞※該当なければ、チェックは不要

　①区市町村が設置する協議会等 → 　日中サービス支援型グループホームは、地域に開かれたサービスとすることにより、
　　（自立支援協議会等）に協議を行って 　当該サービスの質の確保を図る観点から、区市町村が設置する協議会等に対し、定期
　　いますか？ 　的（年に１回以上）事業の実施状況を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、

　当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けねばなりません。
  事業指定の申請時には、事前に協議会等に対して運営方針や活動内容等を説明し、
協議会等の評価を受け、その内容を書面で都に提出してください。
　※指定申請の際に、「協議会等への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要」
　　を提出していただきます。

　②常時の職員配置の体制は整っていますか？→ 　日中サービス支援型グループホームにおいては、利用者が外出中であるか否かに関わ
　らず、ユニットごとに常時の職員配置が求められています。

世話人等人材確保
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※以下は提出不要ですが、各事業者において確認してください。
＜申請書類準備＞

東京都福祉保健財団には相談しましたか？ → 事業計画についてお伺いします。(法人について/開設予定年月日/運営計画等）
事業所の平面図や周辺地図等を持参し、事前相談に来てください。

事業開始日（＝指定予定年月日）の２か月前の末日（例：10/1開始なら8月末）までに書類を揃えて東京都福祉保健財団に提出してください。

　通過型グループホームの場合「通過型指定申請書」も必要となります。
「東京都障害者サービス情報」で必要な様式をダウンロードしてください。↓
（http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/Lib/LibDspList.php?catid=015-003）

処遇改善加算に関する手続きを → 処遇改善加算担当（障害福祉）（０３－５３２０－４２３０（直通））
しましたか？ への手続きが別途必要になります。

＜事業開始前＞

①利用者は決まりましたか？ → 未定の場合は区市町村（福祉事務所、保健所等）に相談してみましょう。
利用者が決まったら、人員基準について再度確認してください。
利用者の障害支援区分によって、生活支援員の必要配置数が変わります。

②所管消防署への届出は行いましたか？ → 火災予防条例に基づき、事業開始７日前までに使用開始届出を行う必要があります。

③必要な生活用品や帳簿は揃って → 帳簿等の作成には、参考様式をご活用ください。
　いますか？

④運営に必要な書類の準備、掲示等は → 契約書や重要事項説明書、各種記録票等の準備が必要です。また、１運営規程、２職員
　　行いましたか？ 配置、３協力医療機関、４苦情解決窓口、５虐待通報窓口を見やすい場所に掲示してください。

　また、開設に必要な備品等の購入については、補助制度を利用できる場合があります。
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3 ユニット増設・サテライト増設・定員増までの流れ

ユニット増設・サテライト増設・定員増までの流れの詳細は、「2 新規事業所開設までの流れ 」と同じです。

ただし、事前相談や書類提出の期限が異なりますので、以下を御確認ください。

ユニット増設までのスケジュール（例） ※１２月１日がユニット増設の希望日の場合

ユニット増設

１

事前準備

説明会出席

東京都

福祉保健財団への

来庁予約

変更届
の持ち込み・打合せ

変更届 の

提出・収受

書類審査

現地確認

ユニット

増設

３ ４ ５

ユニット増設希望日の

2か月前末日まで
ユニット増設希望日

の

１

サテライト増設・定員増希望日の2か月～1か月半前

２ ３ ４ ５

サテライト増設・定員

増

サテライト増設・定員増

希望日の1か月前～

事前準備
東京都

福祉保健財団への

事前相談（来庁）

変更届
の持込み・打合せ

変更届 の

提出・収受

書類審査

（現地確認）
サテライト増設

定員増

※現地確認を行わない場合もあります。

～8/31 9/1 10/1 11/1 12/1

●財団への来庁相談

●9/30〆

変更届案の

持込み・打合せ

●財団の
現地確認

財団の審査期間

●１２/１
ユニット増設
運営開始

ユニット増設

に係る決裁期間

●10/3１〆
変更届の
提出・収受

●事前準備

●説明会への出席

●財団への来庁予

約

サテライト増設・定員増

２
東京都

福祉保健財団への

来庁相談

ユニット増設希望日の3か月前末日まで来庁相談前まで

令和４年度より、直近１年以内での事業者向け説明会への御出席を、

ユニット増設に係る来庁相談を承る条件としております。

事前準備のいずれかのタイミングで、

管理者またはサービス管理責任者となられる方が御出席いただき、

来庁相談を行う際は説明会に出席された方が御対応ください。
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☆東京都に提出している指定申請書類の内容に変更が生じた場合は、変更届を提出する必要があります。
（法第４６条）

＜提出期限について＞
１ 報酬に関する内容の変更 （平成１８年厚生労働省告示第５２２号）

○報酬が増える場合 （人員配置区分変更・各種加算増等）

＊１５日以前に届出 ⇒ 翌月１日から適用開始 （例）７月１５日に届出完了→変更年月日は８月１日

＊１６日以降に届出 ⇒ 翌々月１日から適用開始 （例）７月１６日に届出完了→変更年月日は９月１日

○報酬が減る場合（ユニット廃止・定員減・人員配置区分変更・各種加算減）

＊速やかに届出 ⇒ 報酬が減される事実が発生した日から減算定となります。

（例） ６月６日に職員が辞めて人員配置区分がⅠからⅡに変更 → ６月６日が変更年月日

※この場合、6月分の報酬請求は区分Ⅰでしか行えないため、区市町村と過誤調整が必要となります。

２ 休止・廃止届について
○事業所を廃止及び休止する１か月前に届出が必要となります。

○廃止又は休止することが決まりましたら、早めに事前に都に御連絡ください。

利用者の行き先の調整、実施主体を含む関係機関との調整などについて、確認させていただきます。

○整備費補助金を利用して開設した場合は、補助金の返還等の手続が必要になります。

東京都福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課基盤整備担当へご相談ください。（定員減や居室等の場所の変更なども含む）

３ その他の変更
変更があった日から１０日以内に届け出てください。

４ 指定の更新について
○法第４１条の規定により、６年ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失うこととなっています。

○指定の更新の時期が近づいた際に、東京都福祉保健財団から別途、更新手続きの御案内をします。

<提出方法>
○ユニット増、サテライト増、定員増、事業所移転以外は郵送により御提出ください。

○提出書類については、別添「提出書類一覧」を御確認ください。

書式は東京都障害者サービス情報「書式ライブラリー」に掲載しています。

※ 収受した変更届の写しを希望の場合は、副本及び返信用封筒（切手貼付）を同封してください。

変更漏れを防ぐため変更届出書（第２号様
式）右側の「変更の内容」は必ず記載してく
ださい！
※第２号様式に記載の内容のみ変更対象です。

○提出先
〒１６３－０７１８ 新宿区西新宿２－７－１
新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉財団
事業者支援部障害福祉事業者指定室 宛

電話 ０３－６３０２－０２８６
受付時間 月曜から金曜(祝日を除く）

4 変更届等の提出について

担当必着です！
１５日が土日祝日
⇒前開庁日必着です！
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　変更届提出にあたっての留意事項（チェック項目）

＜共通事項＞

「変更届出書（様式第2号）」には必ず変更内容を全て記載してください。
　　添付書類のみに変更事項の記載を行っていないか、必ず確認をしてください。

「変更届出書（様式第2号）」には、変更届を作成した事務担当者の氏名、日中連絡が取れる連絡先、FAX番号、メールを必ず記載してください。

記載例をよく確認し、記載されている事項について、書類間の整合性をとるようにしてください。（例：管理者住所…付表７と経歴書）

提出書類は白黒印刷で結構です。

＜事業所、ユニット等の所在地の変更＞

建物について、創設・改修等に係る整備費補助金等を受けている場合、事業開始から一定期間は、やむを得ない場合を除き、
　建物の利用停止、変更、改築、増築、譲渡等を行うことはできません。

（詳しくは、P18のNo2「施設サービス支援課生活基盤整備担当」にご連絡ください。）

変更に当たっては、必ず事前に東京都福祉保健財団にご相談ください。

建物が変わる場合は、「共同生活援助事業所における耐震化に関する調査票」及び「関係機関相談状況確認書」を提出していただきます。

あわせて、区市町村の障害福祉主管課、当該地区を所管する建築主事、消防署、場合により地域の町内会にも相談を行ってください。

同じ建物内であっても、使用する部屋が変わる場合は届出が必要になります。

＜サービス管理責任者の変更＞

サービス管理責任者の資格要件について、十分確認してください。
　資格要件を満たしている職員がいない場合は、職員欠如及び個別支援計画未作成による減算となります。

減算を回避するため、実際に変更する前から、あらかじめ財団にご相談ください。

＜世話人、生活支援員の変更＞

福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）を算定している事業所において、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者が
　新たに加わった場合は、その都度届け出てください。（引き続き当該加算を算定できる場合には、従業者が減ったとしても届出は不要です）

世話人・生活支援員の経歴書の提出は、上記に加え、以下の４つの場合のみです。それ以外の世話人・生活支援員の変更は届出不要です。
　①新規申請時　　②ユニット増、サテライト設置又は定員増により、従業者を増配置する必要がある場合
　③人員配置区分を変更し、世話人を増配置する場合　　④利用者の障害支援区分が変わり、生活支援員を増配置する必要がある場合
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＜外部サービス利用型共同生活援助に関する変更＞

平成２６年４月１日以前に、共同生活援助（GH)のみの指定を受けていた事業所は、
　平成２６年４月１日以降、外部サービス利用型共同生活援助事業所とみなされています。

契約書に盛り込むべき契約事項は右のとおりです。

変更届を提出する際は、以下の事項を記載した運営規程も添付してください。
　○受託居宅介護サービス事業者（法人名・代表者職・氏名）及び受託居宅介護サービス
　　事業所の名称及び所在地

＜利用料、その他受領が可能な費用の変更＞

指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、以下の費用について受領できます。
　①食材料費　　②家賃　　　③光熱水費　　④日用品費　　⑤日常生活においても通常必要となるものに係る費用
　（ただし、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるものに限る）
　なお、訓練等給付費の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用は受領できません(例:雑費)。⑤についての

　詳細は「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成１８年１２月６日　障発第1206002号）」を参照。

利用者から受領する費用は、運営規程に記載し、重要事項説明書を用いるなどしてあらかじめ利用者に十分説明する必要があります。

利用者から受領する費用の金額については、任意様式を用いて積算方法を明らかにし、変更届に添付してください。

付表７と運営規程の記載が一致するように、整合性をとってください。

＜ユニット増、サテライト設置、定員増の変更＞

書類提出の前に事前相談が必要です。本資料のP11をご確認ください。

＜人員配置区分の変更＞

人員配置区分が変更になった場合は、報酬に関する届出に加えて、必要に応じて世話人の変更についても届出を行ってください。

＜大規模住居等減算の変更＞

共同生活住居ごとのグループホーム定員が８人以上の場合に大規模住居等減算の対象となります。

　（事業所としての定員では判断しません。）

一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計数が２１人以上である場合にも大規模住居等減算の対象となります。
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＜夜間支援等体制加算（Ⅰ）、（Ⅱ）の変更＞

夜間支援対象利用者数は原則として前年度の平均利用者数をもとに算出します。
　（前年度の平均利用者数）＝（前年度の全利用者の延べ数）÷（当該前年度の開所日数）　※小数点第1位を四捨五入する

　⇒　毎年度４月に前年度の平均利用者数を算出し、変更があるようであれば変更届を提出してください。

年度途中であっても、ユニットの定員を増減させた場合は届出が必要となります。※入居している利用者の増減は届出と関係ありません
　⇒　前年度の平均利用者数に定員の増減分の９０％を加えた数が夜間支援対象者数となります。※小数点第1位を四捨五入する 

（例）前年度平均利用者数5名で定員を1名減らす場合　：　５　＋　（－１×90％）　＝　５　－　0.9　＝　4.1 ≒ ４

年度途中であっても、夜間支援従事者の配置数に増減がある場合は届出が必要となります。

　　※夜間支援対象利用者数の算定方法などについて、詳しくは資料４「夜間支援等体制加算について」をご覧ください。

＜地域生活移行個別支援特別加算の変更＞

資料４の「地域生活移行個別支援特別加算の算定について」をご確認ください。

＜医療連携体制加算（Ⅶ）の変更＞

医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するためには、以下の条件を満たす必要があります。
○「事業所の職員として看護師を配置する」又は「病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携し、看護師を確保している」

　　⇒「事業所の職員として配置した看護師の資格証明証の写し」又は「医療機関と締結した契約書等の写し」の提出が必要です。

○「重度化した場合における対応に関する指針」を作成する

＜通勤者生活支援加算の変更＞

当該加算は事業所単位で要件を満たす必要があります。（ユニット単位ではありません）
　なお、当該加算は事業所の体制を評価する加算であるため、事業所の利用者全員について算定することができます。

当該加算の利用者数は原則として前年度の平均利用者数をもとに算出します。

　（前年度の平均利用者数）＝（前年度の全利用者の延べ数）÷（当該前年度の開所日数）　※小数点第2位以下を切り上げる

　⇒　毎年度４月に前年度の平均利用者数を算出し、変更があるようであれば変更届を提出してください。

当該加算における「通常の事業所に雇用されている」とは一般就労をいうものであって、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び
　指定就労継続支援B型の利用者は除きます。

-21-



　 5　障害者グループホーム専用のサイト　 「東京都障害者サービス情報」
 

　※東京都公式ホームページとは別に、サイトを設けてあります。「書式ライブラリー」はこちらにございます。

ページ下部の

「次へ」ボタンで

次ページに進みます
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R6.2時点
NO. 問合せ事項 所管部署 連絡先等

1 グループホームの申請について
公益財団法人東京都福祉保健財団
事業者支援部　障害福祉事業者指定室

03-6302-0286(直通）

2
グループホームの運営、制度について
都加算の制度全般について

東京都福祉局障害者施策推進部
地域生活支援課居住支援担当

03-5320-4151（直通）

3 グループホームの施設整備費補助について
東京都福祉局障害者施策推進部
施設サービス支援課生活基盤整備担当

03-5320-4152（直通）　または
03-5320-4377（直通）

4 訓練等給付費の報酬請求手続きについて
東京都国民健康保険団体連合会
介護福祉部介護福祉課障害福祉係

03-6238-0224（直通）

5 都加算の請求手続きについて 各区市町村福祉所管課 ―

6
グループホーム開設準備経費等補助金について
（主な対象者が知的障害者・身体障害者等の場合）

東京都福祉局障害者施策推進部
地域生活支援課居住支援担当

03-5320-4151（直通）

7
グループホーム開設準備経費等補助金について
（主な対象者が精神障害者の場合）

各区市町村福祉所管課 ―

8 サービス管理責任者研修、相談支援研修について
東京都心身障害者福祉センター
地域支援課地域支援担当

03-3235-2954

9
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修
「不特定多数の者」対象研修（第１号、第２号研修）について

①研修に関する問合せ先
公益財団法人東京都福祉保健財団
人材養成部福祉人材養成室
（たんの吸引担当）
②制度全般に関する問合せ先
東京都福祉局高齢社会対策部
介護保険課介護人材担当

①03-3344-8629（直通）
※関連HP（よくご確認ください。）
https://www.fukushizaidan.jp/107tankyu/
②03-5320-4267（直通）
※関連HP（よくご確認ください。）
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei//hoken/tankyuuin.html

10
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修
「特定の者」対象研修（第３号研修）について

①研修に関する問合せ先
公益財団法人東京都福祉保健財団
人材養成部福祉人材養成室
（たんの吸引担当）
②制度全般に関する問合せ先
東京都福祉局障害者施策推進部
地域生活支援課在宅支援担当

①03-3344-8629（直通）
※関連HP（よくご確認ください。）
https://www.fukushizaidan.jp/107tankyu/
②03-5320-4579（直通）
※関連HP（よくご確認ください。）
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai//jigyo/tankyuin/kenshukika
n.html

11 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修・実践研修）
東京都福祉局障害者施策推進部
地域生活支援課在宅支援担当

03-5321-1111（代表）
（内線）33-208　または　33-209

12

障害福祉サービス事業所職員奨学金返済・育成支援事業・
福祉・介護職員処遇改善加算取得促進事業・
障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業・
代替職員の確保による障害福祉従業者の研修支援事業・
現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業・
障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修事業・
について

東京都福祉局障害者施策推進部
地域生活支援課在宅支援担当

03-5321-1111（代表）
（内線）33-208　または　33-209

13
福祉・介護職員処遇改善（特別）加算について
福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について

東京都福祉局障害者施策推進部
地域生活支援課処遇改善加算担当
（障害福祉）

03-5320-4230（直通）

14 建築確認等の建築基準法の相談窓口について 各区市等の建築主事
※東京都都市整備局HP参照
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/index.html

15 必要な消防設備等について 各地域所管の消防署 ―

16 グループホームに併設するショートステイ（申請）について
公益財団法人東京都福祉保健財団
事業者支援部　障害福祉事業者指定室

03-6302-0286(直通）

17 グループホームに併設するショートステイ（運営・制度）について
東京都福祉局障害者施策推進部
地域生活支援課居住支援担当

03-5320-4151（直通）

18 NPO法人の運営について
東京都生活文化スポーツ局都民生活部
管理法人課NPO法人担当

03-5388-3095（直通）
※関連HP（よくご確認ください）
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/

6 問合せ先一覧
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